
(府省名：金融庁）

契約名称及び内容
契約担当官等の氏名並

びにその所属する部局の
名称及び所在地

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとし
た会計法令の根拠条文

及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

随意契約によらざるを得ない事
由

随意契約によらざる
を得ない場合とした
財務大臣通知上の

根拠区分

備　　考

「Ｗｅｓｔｌａｗ」の利用契約　 一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月1日

ウェストロージャパン㈱
東京都千代田区九段
北4-1-7 九段センター
ビル1階

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

2,302,020円 2,302,020円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

時事通信情報端末「ＭＡＩＮ Ｎ
Ｘ」による金融情報等の提供
一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月1日
㈱時事通信社
東京都中央区銀座5-
15-8

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

2,520,000円 2,520,000円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

時事ゼネラルニュースによる情
報の提供　 一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月1日
㈱時事通信社
東京都中央区銀座5-
15-8

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

8,442,000円 8,442,000円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

売買管理支援情報サービス
一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月1日
㈱時事通信社
東京都中央区銀座5-
15-8

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

1,260,000円 1,260,000円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

ＴＤｎｅｔデータベースサービス
一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月1日
㈱東京証券取引所
東京都中央区日本橋
兜町2-1

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

1,260,000円 1,260,000円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

東京証券取引所用データベー
ス端末（ＤＷＨ）の利用　 一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月1日
㈱東京証券取引所
東京都中央区日本橋
兜町2-1

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

1,376,040円 1,376,040円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

ＡＲＲＯＷＨＥＡＤ売買監理端末
の利用　 一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月1日
㈱東京証券取引所
東京都中央区日本橋
兜町2-1

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

1,888,164円 1,888,164円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

【様式２】

平成２３年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの
（平成２２年度第１四半期分）



(府省名：金融庁）

契約名称及び内容
契約担当官等の氏名並

びにその所属する部局の
名称及び所在地

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとし
た会計法令の根拠条文

及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

随意契約によらざるを得ない事
由

随意契約によらざる
を得ない場合とした
財務大臣通知上の

根拠区分

備　　考

【様式２】

平成２３年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの
（平成２２年度第１四半期分）

証券総合システムに係る相場
情報（大証・名証等四本値情
報）の提供　 一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月1日

㈱東証コンピュータシス
テム
東京都中央区京橋1-
9-7

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

1,537,220円 1,537,220円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

コンプライアンスＷＡＮの利用
一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月1日

東京証券取引所自主
規制法人
東京都中央区日本橋
兜町2-1

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

42,886,620円 42,886,620円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

証券総合システムによる財務
データ（ＮＥＥＤ財務データ）の
提供　 一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月1日

日経メディアマーケティ
ング㈱
東京都千代田区大手
町1-3-7

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

2,520,000円 2,520,000円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

国際金融情報センター（ＪＣＩＦ）
オンラインサービス　 一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月1日

（財）国際金融情報セン
ター
東京都中央区日本橋
小網町9-9

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

2,520,000円 2,520,000円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

共同通信経済総合情報サービ
ス（ＰＲＥＭＩＥＲ）の提供　 一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月1日
㈱共同通信社
東京都港区東新橋1-
7-1 汐留メディアタワー

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

3,049,200円 3,049,200円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

英語有線テレビ番組（ＣＮＮ）の
映像情報の提供　 一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月1日

㈱日本ケーブルテレビ
ジョン
東京都渋谷区神宮前
1-3-10

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

3,780,000円 3,780,000円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

大阪証券取引所情報提供端末
利用　 一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月1日
㈱大阪証券取引所
大阪府大阪市中央区
北浜1-8-16

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

3,007,548円 3,007,548円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）



(府省名：金融庁）

契約名称及び内容
契約担当官等の氏名並

びにその所属する部局の
名称及び所在地

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとし
た会計法令の根拠条文

及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

随意契約によらざるを得ない事
由

随意契約によらざる
を得ない場合とした
財務大臣通知上の

根拠区分

備　　考

【様式２】

平成２３年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの
（平成２２年度第１四半期分）

国内定期刊行物の年間購読
（フィナンシャル・タイムズ）　 一
式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月1日

フィナンシャル・タイムズ
（ジャパン）リミテッド
東京都千代田区内幸
町1-1-7 大和生命ビル

会計法第29条の3第4
項
当該図書の日本におけ
る唯一の販売店であ
り、競争を許さないた
め。

2,116,000円 2,116,000円 100% －
当該図書の日本における唯一
の販売店であるため

ニ（ニ）

「ＱＵＩＣＫ Ｖｉｓｃａｓｔ」リアルタイ
ム金融情報システムによる情報
の提供　 一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月1日
㈱ＱＵＩＣＫ
東京都中央区日本橋
室町2-1-1

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

9,651,600円 9,651,600円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

「ＱＵＩＣＫ Ａｓｔｒａ Ｍａｎａｇｅｒ」リ
アルタイム金融情報システムに
よる情報の提供　 一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月1日
㈱ＱＵＩＣＫ
東京都中央区日本橋
室町2-1-1

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

50,265,810円 50,265,810円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

格付け会社が提供するレポート
の取得　 一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月1日

ムーディーズ・アナリ
ティックス・ジャパン㈱
東京都港区愛宕2-5-1
愛宕グリーンヒルズＭＯ
ＲＩタワー20階

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

4,818,856円 4,818,856円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

格付け会社が提供するレポート
の取得　 一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月1日

スタンダード＆プアーズ
東京都千代田区丸の
内1-6-5 丸の内北口ビ
ル28階

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

4,586,500円 4,586,500円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

リッパータスデータベースの利
用　 一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月1日
トムソン・ロイター・マー
ケッツ㈱
東京都港区赤坂5-3-1

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

1,263,780円 1,263,780円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）



(府省名：金融庁）

契約名称及び内容
契約担当官等の氏名並

びにその所属する部局の
名称及び所在地

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとし
た会計法令の根拠条文

及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

随意契約によらざるを得ない事
由

随意契約によらざる
を得ない場合とした
財務大臣通知上の

根拠区分

備　　考

【様式２】

平成２３年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの
（平成２２年度第１四半期分）

新聞の購読　 一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月1日

丸の内新聞事業協同
組合
東京都千代田区内幸
町1-7-10

会計法第29条の3第5
項及び予算決算及び会
計令第99条第18号
契約の相手方は、中小
企業事業協同組合法
の規定に基づき設立さ
れた当庁の所在地域の
指定取扱店である事業
協同組合であり、当該
事業協同組合の保護
育成のため直接に当該
物件を買い入れるもの
であることから、競争を
許さないため。

＠3,925円ほか ＠3,925円ほか 100% －

中小企業事業協同組合法の規
定に基づき設立された当庁の所
在地域の指定取扱店である事
業協同組合であり、当該事業協
同組合の保護育成のため直接
に当該物件を買い入れるもので
あるため

ニ（ニ）

単価契
約
調達予
定総額
10,110,61
2円

官報公告の掲載に関する請負
一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月1日
（独）国立印刷局
東京都港区虎ノ門2-2-
4

会計法第29条の3第4
項
官報の編集、印刷及び
普及事務に関しては当
該契約相手方が内閣
府より委任を受けてお
り、競争を許さないた
め。

＠735円 ＠735円 100% －

官報の編集、印刷及び普及事務
に関しては当該契約相手方が内
閣府より委任を受けている唯一
の業者であるため

ハ

単価契
約
調達予
定総額
4,245,360
円

日経テレコン２１による情報提
供　 一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月1日

日経メディアマーケティ
ング㈱
東京都千代田区大手
町1-3-7

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

22,484,200円 22,484,200円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

ブルームバーグによる情報提
供　 一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月1日

ブルームバーグ・エル・
ピー
東京都千代田区丸の
内2-4-1

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

35,817,396円 35,817,396円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

ロイター３０００Ｘｔａによる情報
の提供　 一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月1日
トムソン・ロイター・マー
ケッツ㈱
東京都港区赤坂5-3-1

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

6,785,496円 6,785,496円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）



(府省名：金融庁）

契約名称及び内容
契約担当官等の氏名並

びにその所属する部局の
名称及び所在地

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとし
た会計法令の根拠条文

及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

随意契約によらざるを得ない事
由

随意契約によらざる
を得ない場合とした
財務大臣通知上の

根拠区分

備　　考

【様式２】

平成２３年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの
（平成２２年度第１四半期分）

証券総合システムに係る人事
情報データの提供　 一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月1日
㈱ダイヤモンド社
東京都渋谷区神宮前
6-12-17

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

5,574,870円 5,574,870円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

保険業法の一部を改正する法
律の一部を改正する法律案（仮
称）の印刷業務　 一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 遠藤　 俊英

平成22年4月23日
（独）国立印刷局
東京都港区虎ノ門2-2-
4

会計法第29条の3第4
項
国会提出用印刷物につ
いては、①正確性、確
実性②公表前の情報
の守秘③緊急の要請
への素早い対応が必要
とされている。独立行政
法人国立印刷局におい
ては、こうした条件を満
たすことができる機関で
あり、競争を許さないた
め。

1,171,436円 1,171,436円 100% －

国会提出用印刷物については、
①正確性、確実性②公表前の
情報の守秘③緊急の要請への
素早い対応が必要とされてい
る。独立行政法人国立印刷局に
おいては、こうした条件を満たす
ことができる機関であるため

ハ

〔記載要領〕
１．本表は、「随意契約見直し計画」（公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議）の対象となっている契約を対象とすること。

４．「随意契約によらざるを得ない事由」欄は、随意契約によらざるを得ない事由を記載することとし、「随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分」欄は、「公共調達の適正化について」記
１．（２）①の区分（例：イ（ロ））又は③のイからハに掲げる区分を記載すること。

３．本表は、「公共調達の適正化について」（平成18年8月25日付財計第2017号）記３．の記載方法に準じて記載すること。

２．本表は、平成22年度に締結した契約のうち、平成23年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないものについて、当該契約ごとに記載すること。


